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本計画の目次構成 

 ■本計画の構成は、それぞれ次のような内容や関係性を持つものです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

第１章 計画の概要 

 

計画策定の背景や位置づけ、期間など、計

画を取り巻く諸条件について整理していま

す。 

 

第２章 計画策定の背景 

 

人口等の統計指標、保育・教育等の実績デ

ータなど、計画の前提となる諸条件について

整理しています。 

 

第３章 計画の理念と基本方針 

 

子ども・子育て全般に関わる、本市の基本となる

考え方を掲げ、計画（施策や事業）へとつなげる

項目です。 

第４章 基本施策の展開 

（次世代育成支援行動計画） 

 

子ども・子育て関連の幅広い施策・事業

について、前計画である「次世代育成支

援行動計画」を継承しつつ、位置づける

項目です。 

第６章 推進体制 

 

計画を進め、適切に管理するための体制につい

て示す項目です。 

 

第５章 子ども・子育て 

      支援事業計画 

 

子ども・子育て支援法及び同法に規定される

基本指針、児童福祉法等に基づく施策や事業

について整理、位置づけを行う項目です。 

 

計
画
の
前
提 

計
画
の
考
え
方 
計
画
の
取
り
組
み
や
体
制 

 

 

「大町市子ども・子育て支援事

業計画」の前身である「次世代

育成支援行動計画」を継承する

第 4 章及び新たな法律に準じ

た第５章「大町市子ども・子育

て支援事業計画」により、施策・

事業体系を構成しています。 

次世代育成支援行動計画 次世代育

成支援対策推進法は、急速な少子化が

進行している中、次の社会を担う子ど

もたちが健やかに生まれ、安心安全な

環境で育っていけるよう、国を挙げて

環境整備に努めるために2005年に施

行され、10 年間を集中的・計画的取組

期間とした時限立法です。法律では、国

や地方公共団体、企業や国民が担わな

ければならない責任を明確にしていま

す。 
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第１章 計画の概要 
 

１ 計画策定の背景と目的 
本計画は「子ども・子育て支援法」第６１条に基づき、幼児期の教育・保育及び子ども・子育て支

援事業を行うため、国の基本指針に基づき策定するものです。 

子どもの育つ環境が親の養育力に左右されず安心・安全な環境が維持されることに重点を置き、第

３期計画から、子ども・子育て支援事業に新たに３つの家庭支援事業が加えられています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第２章 計画策定の背景 
 

１ 少子化の状況 
人口減少の進行、出生率の低下が見込まれる現状を踏まえ計画期間（令和７～11 年度）の児童数

を推計、各種事業量の見込みの算出根拠とする。 
●総人口・世帯数・平均世帯員数の推移 

  総人口（人） 世帯数（世帯） 平均世帯員数（人） 

平成 17 年 32,145  11,240  2.9  

令和 2 年 26,029 10,739 2.4 

●人口1,000人あたりの出生児童数の割合の推移  ●大町市児童数（見込み）                                                 

 
資料：長野県健康福祉政策課「人口動態統計調査結果」                       

 

２ 子育て支援に関する事業の取り組み状況 

年度 令和１年 令和２年 令和３年 令和４年 令和５年 

家庭児童相談室 延べ相談件数 1,120 1,109 1,147 1,158 1,183 

児童センター 延べ利用人数 14,324 12,132 10,792 10,487 11,139 

ファミリー・サポート・センター事業 延べ利用人数 24 42 11 16 45 

子育て短期支援事業 延べ利用者数 25 12 13 34 46 

児童クラブ 延べ利用者数 34,003 23,233 26,287 26,310 27,582 

※児童数は減少しているが、子育てに関する相談件数や、事業の利用件数は微増傾向であり、事業の

維持及び拡充を要する。令和２～３年度はコロナ禍の影響により各事業とも減少している。 
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２ 計画の位置づけ  
大町市第５次総合計画と整合性を図り

ながら、次世代育成支援行動計画を内包

し、子ども・子育て支援（１９事業）につ

いて、「量の見込み」と「確保方法」を定め

るもの。（右図参照） 

３ 計画の対象  
児童福祉法における児童（０～１８歳）

を基本とし、児童に関わるすべての主体に

働きかけを行うもの。 

４ 計画期間  
令和７年４月から令和 11 年３月の５か年 

地域福祉計画 

大町市 第５次総合計画 

第３章 だれもが健康で安心して暮らせるまち 
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基本理念「おおまちっ子」が主人公 
いきいき・健やかに育む子ども・子育てのまちをめざして 

 

第３章 計画の理念と基本方針 

１ 基本理念 
子どもや子育てをめぐる考え方の基本として、「主人公である子ども自身の立場や視点」を重視し、

「おおまちっ子が主人公」を基本理念を掲げ、大町市版「こどもまんなか社会」の実現を目指します。 

２ 基本方針 
基本理念を支える基本方針は、①子どもへの支援、②家庭への支援、③地域づくりの３本柱とし、

各基本方針に紐づく基本施策を、次世代育成支援行動計画の取り組み項目ごとに、１９の基本施策と

して整理しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第４章 基本施策の展開（次世代育成支援行動計画） 

１ 基本施策 
基本方針に沿って、子育て施策を 19の基本施策として整理し、その実現に向けた具体的な事業

について、取り組み方針等の展開を記載しています。 

３つの基本方針 市町村行動計画に基づく取り組み項目 19の基本施策 

１ 子どもの育ちを支

える取り組みの推進 

要保護児童への対応等きめ細かな取り組み 

(1)子どもの権利擁護と虐待の防止 

(2)ひとり親家庭の自立支援の推進 

(3)障害児施策の充実 

子どもの安全確保 (4)交通安全の確保 

２ 子育て家庭への

支援の充実 

母性並びに乳児及び幼児の健康確保及び増進 

(1)子どもと母親の健康確保 

(2)食を通じた健康づくり 

(3)小児医療体制の充実 

職業生活と家庭生活との両立の推進等 (4)多様な働き方の実現と見直し 

結婚・妊娠・出産・育児の切れ目ない支援の推進 (5)子育て家庭への経済的支援の充実 

３ 子育てを支える

地域づくり 

地域における子育ての支援 

(1)地域で子育てを支援する 

(2)保育サービスの充実 

(3)子育て支援のネットワークづくり 

(4)地域で育む子どもの社会性 

子どもの心身の健やかな成長に資する教育 

環境の整備 

(5)自立支援と次代の親づくり 

(6)子どもの居場所づくりと家庭・地域の

教育力の向上 

(7))子どもの生きる力の育成に向けた学

校の教育環境等の整備 

子育てを支援する環境の整備 

(8)子どもを取り巻く有害環境対策の 

(9)安全・安心なまちづくりの推進 

(10)良質な住宅の確保と安心して外出 

１９の基本施策 

３つの基本方針 

１ こどもの育ちを 

支える取り組みの推進 
 

子どもの成長する力をサポート

し、子どもが自立できる環境づく

りを進める。 

３ 子育てを支える 

地域づくり 
 

家庭、地域、教育機関が連携し

安定した地域社会づくりを進め、

地域での交流や社会・自然体験

を通じて、子どもの「生きる力」を

育む。 

２ 子育て家庭への 

支援の充実 

 

子どもの健全育成のため、安心

できる家庭環境と家庭を支える

地域支援、男女協力した子育

てを支援。 
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第５章 子ども・子育て支援事業計画 

１ 支援事業等の見込みについて 
本計画の必須記載事項である、①「幼児期の教育・保育」及び②「地域子ども・子育て支援事業」

に関する見込みと確保体制について記載しています。利用実績やニーズ調査を踏まえた適切な見込

みと、必要量を提供するための確保方策と実施時期について、計画期間に合わせて記載しています。 

 

①幼児期の教育・保育に関する見込み 

   ２号（保育利用）の減を見込み、見込み量の提供体制を整えていきます。 

   ●R7～R11 年度保育量の見込み（抜粋） 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●「幼児期の教育・保育」を利用する子どもに関する３つの認定区分と対象施設】 

認 定 区 分 対象施設 

（１号認定） 
満3歳以上、かつ小学校就学前で、2号認
定子ども以外の子ども 

・認定こども園 

（２号認定） 

満3歳以上、かつ小学校就学前で、保護者
の労働または疾病その他の事由により、家
庭において必要な保育を受けることが困難
である子ども 

・認定こども園 

（３号認定） 
満３歳未満で、保護者の労働または疾病そ
の他の事由により、家庭において必要な保
育を受けることが困難である子ども 

・認定こども園 
・地域型保育事業等 

 

②地域子ども・子育て支援事業に関する見込み 

「地域子ども・子育て支援事業」に位置付けられる１９事業について、計画期間における各事業のニー

ズを把握し、必要量を提供できる体制の整備・確保について計画に沿って進めていきます。 

第３期計画より新たに地域子ども・子育て支援事業に加わった「子育て世帯訪問支援事業」「児童育

成支援拠点事業」「親子関係形成支援事業」「乳児等通園支援情」「妊婦等包括相談支援事業」「産後ケア

事業」については、順次提供体制を整備してまいります。 
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●地域子ども・子育て支援事業 

法定事業名 
本市における 

事業名 

種   別 

相談 

支援 

訪問系 

事業 

通所系 

事業 

家庭支

援事業 

そ

の

他 

（１）利用者支援事業 － ○     

（２）地域子育て支援拠点事業 地域子育て支援拠点事業 ○     

（３）妊婦健康診査 妊婦健康診断     ○ 

（４）乳児家庭全戸訪問事業 乳児家庭全戸訪問事業  ○    

（５）養育支援訪問事業その他要支援

児童要保護児童の支援に資する事業 
養育支援訪問事業  ○  ○  

（６）子育て短期支援事業 子育て短期支援事業   ○ ○  

（７）ファミリー・サポート・センタ

ー事業 

ファミリー・サポート・

センター事業 
  ○   

（８）一時預かり及び認定こども園の

預かり保育 

一時預かり及び認定こど

も園の一時預かり事業 
  ○ ○  

（９）延長保育事業 延長保育事業   ○   

（１０）病児・病後児保育事業 病児・病後児保育事業   ○   

（１１）放課後児童クラブ 放課後児童クラブ   ○   

（１２）子育て世帯訪問支援事業 子育て世帯訪問支援事業  〇  ○  

（１３）児童育成支援拠点事業 
見守りサポート事業（通

所支援） 
  〇 ○  

（１４）親子関係形成支援事業 －    ○  

（１５）実費徴収に係る補足給付を行

う事業 
－     ○ 

（１６）多様な主体が本制度に参入す

ることを促進するための事業 
－     ○ 

（１７）乳幼児等通所支援事業 こども誰でも通園制度   〇   

（１８）妊婦等包括相談支援事業 妊婦等包括相談支援事業 〇     

（１９）産後ケア事業 産後ケア事業 〇 〇 〇   

 

 

第６章 推進体制 

１ 計画策定の体制 
市民の代表、有識者からなる「大町市子ども・子育て審議会」において、２期計画の評価および３

期計画の案について検討し計画策定しています。 


